
令和５年第１回北上市教育委員会定例会 

 

１ 日  時  令和５年１月18日(水) 午前10時 

 

２ 場  所  市役所本庁舎 ５階第１会議室 

 

３ 議事日程  別紙 

 

４ 会議に出席した委員 

平野 憲 

照井 渉 

佐藤 和美 

照井 睦子 

髙橋 隆紀 

 

５ 説明のため出席した職員 

(1) 教育部 

教育部長         八重樫 義正 

総務課長         高橋 博信 

学校教育課長       平賀 英和 

文化財課長        佐藤 康浩 

学校給食センター所長   菊池 恵理子 

中央図書館長       児玉 康宏 

博物館長         渋谷 洋祐 

(2) まちづくり部 

まちづくり部長      小原 学 

生涯学習文化課長     小笠原 奈穂子 

スポーツ推進課長     小田嶋 和広 

(3) 健康こども部 

子育て支援課長      久保田 達夫 

 

  



６ 議事の大要 

教育長の事務報告後、議事が行なわれ、付議された次の協議１件が原案のとおり

承認された。 

 

協議第１号 令和５年度教育行政施策の基本方針(案)について 

 

 

以下、会議の概要は次のとおり。 

  



（開会 午前10時） 

教育長 それでは、ただいまから令和５年第１回北上市教育委員会定例

会を開催いたします。 

ただいまの出席者は５人であります。 

定足数に達しておりますので、会議は成立いたしております。 

 

日程第１ 会期の決定を行います。 

 

今定例会の会期は、本日１日としたいと思います。これにご異

議ございませんか。 

 

（教育委員より、「無し」との発言あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたし

ました。 

 

 次に、日程第２ 報告「１ 教育長事務報告」に入ります。 

資料は、定例会日程の次にあります、教育長事務報告をご覧く

ださい。 

 

（別紙教育長事務報告により説明） 

 

ただいまの報告について、ご質問がございましたらば、お願い

します。 

 

教育長 （教育委員より、「無し」との発言あり） 

 

それでは、日程第３ 議事に入ります。 

 

協議第１号「令和５年度教育行政施策の基本方針（案）につい

て」を議題といたします。 

議案の朗読を省略して直ちに提案理由の説明を求めます。総務

課長。 

 

総務課長 ただいま上程になりました協議第１号令和５年度教育行政施策

の基本方針（案）について、協議理由を申し上げます｡ 



教育行政施策の基本方針は、北上市総合計画における基本目標

「ひと」において定めた「未来に輝く、未来を創る人づくり」の

実現に向け、毎年の社会環境の変化等を踏まえて定めているので

あり、この度、令和５年度の教育行政施策の基本方針（案）を取

りまとめましたので、その内容を協議するものであります。 

よろしく御協議賜りますようお願い申し上げます｡ 

 

教育長 ただいま提案されました協議第１号について、ご質問等があり

ましたらお願いします。 

 

補足の説明はありますか。 

 

総務課長 まず、冒頭において、現在の教育を取り巻く環境に触れつつ、

多様性、持続可能な社会の実現に向け、互いに支え合う考え方を

育てる必要性を整理しております。 

次に、「１  郷土に誇りを持ち、未来に向かう人づくり」の

『(1) 変化する社会を生き抜く「知・徳・体」の育成』における

「①確かな学力と情報活用能力の育成」に係り、「確かな学力」

の文言に「情報活用能力」を包含することとして整理しておりま

す。また、これまでの情報活用能力の向上に加え、個別最適な学

びを促進して、確かな学力の育成の取り組む点を追加しておりま

す。また、「②不登校児童生徒への対応」に係り、スクールソー

シャルワーカーの活用及び関係機関との連携を密にする点を追加

しております。また、「④幼児教育の振興と就学への滑らかな移

行」に係り、現行の幼児教育振興プログラムを見直し、架け橋プ

ログラムの作成に向けた取組みを進める点を追加しております。 

次に「(2) 最適な教育環境の構築」における「②これからの時

代に応じた指導体制や教育環境の構築」に係り、土日休日の部活

動の地域移行を段階的に進める等、働き方改革プランを基にした

取組を推進する点、更には、令和６年度から県内で統一される校

務支援システムの導入に向けて準備を進める点の２点を追加して

おります。また、「③教育環境の整備」に係り、東陵中学校の北

上中学校への統合については、令和８年度からの供用開始に向け

て整備することを追加しております。また、公立幼稚園でのアレ

ルギー対応食の提供を追加しております。 

次に「２ すべての人が活躍できる環境づくり」の「(1) 生涯



にわたる豊かな学びの場づくり」における「②読書習慣の低下に

対する取り組み」に係り、生涯の読書習慣の基礎となる幼少期か

らの具体事業を整理しております。また、「③市民の郷土意識向

上への取り組み」に係り、多様で豊富な資料収集、収蔵資料のデ

ジタル・アーカイブ化、和賀分館への専任研究員配置等を追加し

ております。 

次に「(2) 文化芸術及びスポーツを核とした地域活性化」にお

ける「①文化・芸術を活用したまちづくりの推進」に係り、さく

らホールが開館20周年を迎えることから、市民参加型の記念事業

の実施する点を追加しております。また、「⑤文化財の保護・保

存」に係り、令和５年度に八天遺跡の保存活用に向けた具体の方

策を検討する点、樺山遺跡の老朽化した復元竪穴住居の建替えを

進める点等を追加しております。 

なお、今後は、基本方針より抜粋した教育長演述を３月通常会

議へ提出する予定としております。 

 

教育長 改めて、質問等ございますか。 

 

（教育委員より、「無し」との発言あり） 

 

それでは、協議第１号は、原案のとおり承認することに御異議

ございませんか。 

 

（教育委員より、「異議無し」との発言あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、協議第１号は、原案のとおり

承認することに決定いたしました。 

 

 

 これをもちまして、本日の会議を閉じさせていただきます。 

 

（閉会 午前10時20分）  


